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2月の人口の動き

出生男33女30計63
死亡／／16z／15z／31

転入＾／40＾／38＾／78
転出＾／58／／51川09
世帯数10．060（前月士O）
人口42．729（前月＋1）

男20．476女22．253
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昨年4月1日に発足した陽明・開成の

両中学校は、4月に入学する1年生から

六間通りを境にほぼ南北に二分した新し

い通学区域を適用し、名実ともに統合中

学校として歩み出します。

　

3月定例市議会で、「学校設置条例」

の一部が改正され、開成中学校小山教場、

陽明中学校乾側教場は、4月1日でなく

なります。したがって開成中学校は有終

教場を唯一の校舎として、また陽明中学

校は新校舎を中心に一部下庄教場を活用

して勉強することになります。

　

新通学区域を適用すると、1年生は開

成中学校が276人、陽明中学校が257人

になります。2・3年生は学校を変わる

ことなく、そのまま進級します。

「陽明中の第一期工事完成

開成中建設に基金を積立てJ

　

陽明中学校の第一期工事が完成し、生

徒たちは新年度から新しい校舎で勉強で

きる、と心待ちにしています。

　

完成した普通教室校舎は、鉄筋コンク

リート3階建て、延べ2．440平方似で、

工費は1億235万円かかりました。普通

教室が19、特殊教室が2つあります。

　

47年度では第2期工事として、鉄筋コ

ンクリート3階建ての特別教室校舎や別

棟で給食室などを建設します。3月議会

で一部48年度にわたって建設することを

議決され、両年度で延べ3．100平方布分、

1億5．038万円の工事を予定しています。

　

さらに48年度では体育館を建設し、全

工事を完成させる計画です。

　

一方、開成中学校の建設に備えて「基

金設置条例」が定められました。

毎年2，000万円以上を積み立てる内容で

46年度から適用し、まず同年度で2．000

万円を積み立てします。

　

こうして、学校規模を適正化し、教育

効果を高める統合計画を進めています。

松丸分校100年目に廃校

　　

『学校設置条例』の一部改正で、阪谷

小学校松丸分校は4月1日で廃校になり、

明治6年創設以来、100年目の校史を閉

じます。

　

この分校校下の児童は年々減って、3

月には1・2・3年生を合わせて22人とな

りました。新年度からは本校へ通って勉

強します。

　　

（写真は完成した陽明中校舎）
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市長、施政方針を説明

輔瞰削忽諸御随額9賎

市民とともに力強い前進を

　

昭和47年度の市の事業やそれに必要な予算を決める3月定例市議会は

3月10日から22日まで開かれ、「昭和47年度一般会計予算案」など全部

で36議案を審議し、いずれも原案どおり決まりました。また、議会初日

には、市長が47年度の施政方針を説明、「人間尊重、社会福祉と教育文

化の充実した明るいまちづくり、美しい自然環境、地域性を生かした産

業開発による豊かなまちづくり、近代的都市への脱皮を目標とした魅力

ある新しいまちづくりのための諸施策を強力に推進したい」と基本的な

考え方を明らかにしました。施政方針のあらましをご紹介しましょう。

　

財政再建も市民の絶大なご協力により

本年度で完了できますことは、大きな喜

びです。46年度では総額5億7．100万円

にのぼる建設事業を実施できました。

　

また、大野●勝山地区広域市町村幽の

振興計両もできあがり、今後、2市1村

が協力して、計画実現に取り組む運びに

なりました。

　

しかし、青年層の大都市への流出、そ

れに伴う産業人口の老齢化問題、農業。

繊維産業などの構造改善の問題など、数

多くの問題が山積しています。これらの

課題解決が私の使命であり、二のための

諸施策を市民のみなさんとともに強力に

推進していく考えであります。

しあわせと、うるおいのある

　　　　

まちづくり

教育環境の整備と福祉対策を強化

　

莫に人間性あふれる市民生活を築くに

は、時代にふさわしい教育環境の整備と

その内容充実、また、福祉対策を強化し

なければなりません。

0教育効果をあげるために、［〉学校規

模の適正化をはかる。中学校に続いて、

小学校の整備計画をたて、その対策を考

える。

＠家庭教育・社会教育を振興するため

に［〉各種学級講座の開設と公民館の利

用を促進するE〉社会教育関係団体の育

成［〉文化的行事の開催じ〉体育行事の

開催とスポーツの生活化をはかるレ総

合休育施設の計画樹立。

＠福祉施設の充実と心ヽ豊かに暮らせる

社会環境をつくるために［〉老人家庭奉

仕員の設置レ老人クラブの育成［〉老人

医療対策［〉老人が趣味やレクリェーシ

ョンに親しめる施設の早期実現［〉児童

館の充実［〉チビッコ広場の設置など。

新し，い産業基盤づくり

農林業・商工業の近代化を促進

　

市の発展のためには、新しい産業基盤

づくりが最も必要であります。

0生産性の鳥い近代的農業へ転換する

ために［〉土地基盤整備事業を推進し、

その上に農業構造改善事業を取り入れ、

米作農業の近代化をはかる卜経営規模

の拡大を促進、請負耕作制度の普及。

［〉共同化を促進して機械の効率化をはか

る≫畜産生産団地の育成と自給飼料の

払盤を確立≫野菜生産団地の育成と市

場開拓。

＠森林資源の保全と活用をはかるため

に［〉公共資金による造林対策の強化

［〉森林組合と協力して、山林労務者の優

遇対策を強化［〉特産物の育成や林道の

開発。合わせて森林資源の観光利用を考

える。

e商工業の振興のために、じ〉繊維産業

については、国や県に救済対策を要請。

［〉共同化、近代化のため金融対策を強化

［〉商工団体とともに商店の近代化と魅力

ある商店街づくりに努力する［〉工場誘

致、農村工業の開発などで新規産業を育

成し、産業構造の改革をはかる。

近代的な都市づくり

市民の安全と健康を基本に

　

都市づくりの基本は、市民が安全で健

康な生活をいとなめる都市環境をつくる

こととその施設の整備であります。

0住みよい生活環境をつくるために、

［〉土地区画整理事業の推進［〉用途地域

の改定による建築物の規制［〉バイパス

道路の建設による市街地交通の緩和。

［〉下水路の早期整備［〉下水道建設の推

進［〉真名川ダムに関連しての水資源の

確保［〉上水道の建設計画。

＠雄大な自然を生かした観光対策のた

めに［〉道路整備と宿泊施設の整備。

［〉国・県・近隣市町村と協力し、広域的

な観光開発の推進。

盆地性から脱却

交通網の整備を重点に

　

盆地性から抜け出し、魅力ある地方都

市として発展するには、道路など交通網

の整備は欠かせません。

0道路交通網を整備するために、［＞越

美線の全通促進レ大野墨俣線の改良と

国道昇格の促進レ北陸産業道路の新設

促進など。特にこの道路・交通対策には

全政治力を傾ける覚悟であり、近隣市町

村を結ぶ交通禍の整備と、それに主要観

光地を結ぶ観光道路を有機的に連結して

地域社会の発展に一層努力する。

　

本年度はこれらの課題をふまえ激動す

る社会に対応して、重点的に解決してゆ

きたいと考えています。

成人大学の学生募集

　

市民の学習の場へどうぞ。

じ：資格つ大野市民で20歳以上の人な

ら性別を問わずどなたでも。

ミ申込〕官製ハガキに「成人大学入

学希望」、氏名・住所・年齢・職業を

書き大野市天神町1の1、大野市教育

委員会内の成人大学係へ。

し締め切り」4月15日（土）

施政方針を説明する市長
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条例
関係

ゴミを少なくする努力を

清掃条例など全面改正

　　

「大野市廃棄物の処理および清掃に関

する条例」が新しく定められ、新年度か

らスタートします。

　

新条例では、ゴミを産業廃棄物と一般

廃棄物に分けて処理基準を定めたこと、

事業者や一般家庭の責任と義務をはっき

りさせたことなどが特徴です。

圖…事業活動で出たゴミは

　　　　

事業者が処理することに

　

事業者は、事業活動で出たゴミを、自

分の責任で適正に処理しなければなりま

せん。また、①ゴミを再生利用したり、

製品の大げさな包装をさけるなどしてゴ

ミ量を減らすこと。②物の製造●加工・

販売などの過程で容器などがゴミになっ

た場合は回収すること、に努めなければ

かり重せん、、

圖…普通のゴミもなるべく自分で処理し

　　　

市の収集に協力することに

　

家庭●商店●事業者（土地・建物の占

有者）は、普通のゴミの処分について次

のように市の収集に協力してください。

　

①簡単に処分できるゴミは自分で処分

するように努める。②自分で処理できな

いゴミは種別ごとに別々の容器に入れ、

決められた場所へ出す。

　

このほか、⑦公の場所で印刷物を配っ

た人、また配らせた人は、すぐに清掃し

なければならない。○土木・建築などの

工事をする人は、工事のために出た土砂・

ガレキ●廃材などを適正に処理しなけれ

ばならない、と定めてあります。

圖…区分けが必要なもの

　

①有毒性物質を含むもの。（l｀悪臭のひ

どいもの。③危険性のあるもの。④容積

重Gサtの人きいものなど。少なくとも、危

険物と燃えるもの、燃えないものに分け

てください。

圖…手数料がいるもの

　

量や処理方法によって金額はちがいま

すが、次の場合は手数料がいります。

　

①、動物の死体

　

②、市が処理する一部の産業廃棄物

　

③、事業活動で出た一般廃棄物

　

④、⑦特別収集○1回の収集量が20

　　　

～30鴛の大きいゴミ○不燃物

　

⑤、し尿の汲取り、18留につき28円

　　　

（これまでと変わりません）

　　

細川氏が人権擁護委員に

　

細川勉氏（下唯野・63歳）が、3月15

日付けて法務大臣から人権擁護委員に委

嘱されました。

2年短縮47年度で終了

　

財政再建計画

　

総額3億4．918万円の赤字を解消するた

め、昭和42年度から49年度までの8ヵ年

におよぶ財政再建計画をたて努力してき

ましたが、市民のみなさんのご協力と効

率的な財政運営によって2ヵ年短縮し、

47年度で終了できることになりました。

　

こんどの議会でこの計画変更が承認さ

れ、47年度では残る5．349万円を解消す

ることになっています。

市民税約1，400万円を減税
47年度から標準税率に

　　

「大野市税賦課徴収条例」の一部が改

正され、個人市民税の税率を標準税率に

引き下げるほか、均等割額も年額300円

から200円に改めます。これを適用する

のは47年度からで、この減税額は約1．400

万円と計算しています。

　

個人市民税の税率は45年度から毎年0．1

倍ずつ引き下げ、これで他市町村と同じ

標準税率になったわけです。

　

また軽自動車税の課税対象が一部変

わり、小型特殊自動車の中に「農耕作業

用（乗用自脱型コンバインを含む）、年

額600円」が加わりました。

◇…議員・特別職の報酬等を改正

　

特別職報酬等審議会の答申にそって次

のように改正されました。月額。47年4

月1日から実施。

　

［〉議長6万円［〉副議長5万5000円

［〉議員5万円［〉市長18万円［〉助役14

万5，000円［〉収入役13万円［〉教育長

12万円。このほか、監査委員、選挙管理

委員など非常勤特別職委員の報酬なども

平均20窃引き上げられました。

◇…転入手数料らを無料に

　

F手数料徴収条例」の一部が改正され

次の手数料は4月1日から無料になりま

す。（）内はこれまでの手数料。

　

転入（50円）、世帯新設（50円）。市

内異動のうち阪谷・五箇地区と他の地区

にまたがる転居証明（20円）。

◇…外国人も国保の被保険者に

　

「国民健康保険条例」の一部改正で、大

野市内に住所がある①大韓民国碩朝

鮮の人（世帯員を含む）は、4月1日から

国民健康保険に加入の道が開けました。

◇…お城の入館料大人50円に

　　

「郷土歴史館等入館料徴収条例」の一

部改正で、4月1日からお城の入館料が

変わります。C〉高校生以上の大人50円、

［〉小・中学生は30円、［〉30人以上の団体

は半額。歴史館の入館料は変わりません。

◇…五箇診療所を廃止

　

上打波（桜久保）にある五箇診療所は

昭和25年に開設してから22年間、五箇地

区の人々の健康を守ってきましたが、看

護婦を求められないことなどから運営で

きなくなり、廃止することになりました。

　

今後この地区へは県の嘱託医の先生に

巡回診療していただくことになり、建物

はそのまま利用します。

◇…都市計画税は新用途地域内に

　　

「市税賦課徴収条例」の一部改正で、

都市計画税の課税区域は、新用途地域内

に変わりました。47年度からは、新用途

地域内にある家屋・土地の所有者に対し

て都市計画税がかかります。

スマイル

コーナー

　　

「メートル法記念日」

あなた、晩酌は0．36jですよ

　　　　　　　　　

一教育ママ
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住品よい砦息づ《吻昭噴〕か9で前磁

百和飢7年，席 当初予算2ぴ億円を｛むえる

福祉の充実と産業振興などを重点に

昭和47年度の当初予算は、昨年より22窃多い

　

総額20億8．430万1．000円に決まりました。一

　　

般会計予算は16億2．587万4．000円（昨年の21

．8窃増）、国民健康保険事業会計など5つの特

　

別会計予算の合計額は、4億5．842万7，000円

　　　

（昨年の23含増）です。

　　　

当初予算に計上された重点事項は、①市民の税

負担の軽減②住みよい環境づくりの推進

　

③巾民福祉の充実④安全対策の促進⑤教

　　

育の振興面産業の振郭の6点です、、LかL、

新しい公共事業は補助の決定をまって補正予

　

算で処理する方針です。ここでは当初予算か

　　

らみたおもな事業をご紹介しましょう。

　

総務関係

国鉄駅前の駐車場を整備

【交通安全対策】国鉄駅前駐車場の整備

60巧円、区画線●反射鏡●標識の取り付

け95万円。交差点改良に55万円など合計

294万円。【公害対策】水質測定器●騒

音測定器の機械の購入費24万円など199

万円。【その他】マイクロパス購入費150

万円。定時制高校の振興補助30万円。過

疎地域のバス運行補助240万円。納税貯

蓄組合奨励金376万円。

　　

民生関係

老人医療の無料化に1．820万円

【身体障害者福祉】重症心身障害者福祉

手当150人分として180万円。心身障害児

　

（者）家庭側士員の設128万円。【老人

福祉】こ老人家庭奉仕員2人の設置57万

円、健康診査に23万円、51の老人クラブ

への補助91万円、ねたきり老人の寝具補

助12万円、老人医療費の扶助費2．888人

分として1，820万円など合計4．572万円。

【児童福祉】小遊園地の遊具設置40ヵ所

分600万円。1月から支給が始まった児童

手当391人分1．290万円。私立保育所4園

の委託費5．056万円を含め保育所費8．732

万円。母子家庭児童の就学奨励費に60万

円。【生活保護】生活扶助、住宅●教育・

医療扶助など生活保護費に5．739万円。

【その他】法人化した社会福祉協議会の

補助50巧円。

　　

衛生関係

245万円で上水道の計画を作成

【予防衛生】成人病倹診，胃検査などに

90万円。このうち血圧・検尿。血液検査

の一般検診は無料化し、子宮ガン検査、

胃検診は約半額助成。心臓病治療費補助

に40万円を計上、1人につき10万円を補

助。母子保健対策費に46万円。このほか、

各種の予防接種、結核予防費に622万円

を計上。

【環境衛生】ボーリングによる水源調査

費に626万円。上水道の基本計画をつく

るため245万円を計上。葬斎場の造園工

事と付近の整備に150万円。不燃物収集

車の購入費150万円。

ことしも40ヵ所に遊具をつける

＜人事異動＞

　

4月1日付け。係長級以上（）内旧任

【市長部局】［〉保険衛生課長永見繁雄

（大野公民館長）［〉林務課長石塚一男（

同課課長補佐）C〉保険衛生課主幹広域

圏事務局へ派遣朱雀貞男（同課課長補佐）

　

［〉商工観光課長補Mミ西田忠（庶務課公

害交通係長）［〉土木課課長補佐二技術

担当金巻啓一（同課工務第一係長）C〉林

務課長補佐松田次¶刀（土木課工務第二係

長）［〉庶務課公害交通係長森川昭一（

福祉事務所）［〉保険衛生課長補佐加藤

弥市（同課保健係長）［〉保険衛生課環境

衛生係長森本利勝（衛生処理場係長）

［〉衛生処理場係長本多彰（保険衛生課）

［〉土木課工務第二係長石塚信正（同課）

［〉税務課主査桜田達夫（同課）に〉都市計

画課とに査三年文郎（同課）に〉厚生課主査

土谷春栄（同課）レ農務課主査経岩二郎

平（同課）【教育委員会部局】［T〉大野

公民館長東野太（商工観光課長補佐）

　

【議会事務局】［＞局長中村年松（保険

衛生課長）【監査委員事務局】［〉係長

木下数照（同局）【消防本部】［〉消防長

永田正元【庶務課付】にヽ村中清（議会

事務局長）［〉野田口春代（同局）【退職

3月31日付】［〉谷脇均（林務課長）

［〉柵専海（下庄公民館）［〉山田多恵子（大

野保育所）「＞大久保光雄（消防署）

　

農・林業関係

農免道路の新設と舗装に3．576万円

【農業振興】特産物振興対策に50万円を

計上、里いもの品種選定試験、二期作い

ちごの害虫防除試験などを行なう。

農業祭に40万円。県農業公社への出資金

148万円。家畜導入事業補助に32万円。

【土地改良】農道計画の調査費に170万

円、航空測量による阪谷地区〔五面へ〕
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地籍調査に295万円。井ノロ。富島間

の農免道路の継続事業に2．706万円。東

中・占間の農免道路舗装工事に870万円。

川場整備事業の補助金1．482万円。県が

工事する大賊川水の改良負担金300万円。

市鼎土地改良事業に792万円。【林業振

興】おうれんの栽培試験に30万円。林業

労務者共済事業補助金99万円。輸送艇（

てい）購入補助金50万円。森林組合への

出ま資金150万円。【林道】黒谷。河内林道

の継続事業、一般林石の改良と補修など

合計3．229万円を計上。【造林】新植10

以など造林事業に913万円、作業は森林

組合に委託。【構造改善事業】志目木谷

休道の開設工事、山菜加工施設の建設補

助ゐミど4no万円を計上。

　

商工関係

近代化に9．900万円を融資

【商工振興】商工会議所へ委託して行な

う中小企ま業診断に90万円。中小企業の近

代化促進のため5．100万円を金融機関に

預託，融資額は9．900万円に。また利子

輔給238り［ljも計上。このほか昨年融資

　　

土木関係

道路改良と舗装に8，968万円

【道路】道路の独持修繕には、補修：］ミ事

費と砂利・亦土などの材料費を介わせて

1。4門万円。改良事業には2．903万円、本

年度で約2．700似を実施する見込み。舗

装事業には6．065万円、同じく約1万8，000

似を実施する見込み。県工事の負担金に

500万円。橋の補修と改良には310万円を

計上。【河川】河川の修繕と底ざらえに

270万円。改良工事に840万円。河川の管

理人をおくため、この賃金56万円を計上。

【都市計画】都市計画区域を中心に航空

写真測量を実施、この費用600万円。三

番線の改良事業に2．290万円。中野・犬

山環状線の改良に300万円。亀山公ぶな

どの整備工事に587万円。新堀川下水路

計画をつくるため、この調査費120万円。

ことしから着工する予定の中野排水路の

実施設計に70万円。このほかの下水路改

良としゅんせつに500万円。今後の区画

整理事業を促進するため146万円の調査

費を計上。

消防関係

消防車・救急車を更新

　

消防ポンプ自動車1台の購入費300万

円。このほか小型ポンプ付き積載車1台、

小型動力ポンプ2台、消防ホースなどの

購入費□6万円。また、消防庁より枚急

車の配分を受ける予定で、この負担金68

万円も計上。一方、防火水柚の新設1ヵ

所、打込式防火水槽の補修3ヵ所などの

工事費135万円も予算化し、消防施設を

充実。

　　

教育関係

小学校の児童机も計画的に更新

【学校教育】陽明中学校の建設費は、第

2期工事了。261万円をはじめ、特別教室備

品と給食備品の購入費850万円など合計

8．122万円を計上。上庄小学校のプール

新設工事費750万円。小学校の児童机を

今年度から3ヵ年で更新する計画で、第1

年次（5・6年を対象）の購入費490万円。

小●中学校の校舎修理工事に了OO万円。

このほか教材用備品・教育消耗品1．122

万円を計上、内容も充実。【社会教育】

各種の学級や講座の開設費、それに社会

教育関係団体の活動援助費に416万円を

計上。【社会体育】県体などへの選手団

派遣旅費51万円。市民体育大会などの大

会や講習会開催費、体力づくり推進費に

102万円。市体育協会の補助金70万円な

ど、体育団体の育成費も増額。

富田の農免道路は田野井ノロ間を

市税は総額の33●5営

歳入

　

歳入予算は景気の動向や前

年度の実績、現行制度に基づ

いて堅実に算定してあります。予算額の

順にみますと一番多いのが市税で5億4．4

59万円。この内訳は市民税1億6．302万円。

固定資産税2億5．274万円、たばこ消費税

5．395万円、電気ガス税4．038万円などで

す。次に地方交付税5億1．700万円、国庫

支出金1億9．615万円、県支出金1億2．783

万円、市債3．960万円などです。

特別会計予算

◇国民健康保険事業3億3．738万円

　

療養給付のほか、助産・葬祭●育児給付

など3億1．481万円の保険給付が中心です

◇簡易水道事業5□万円

　

西富田など3つの水道の管理費です。

◇食肉処理場小業148万円

　

食肉処理場の維持管理費です。

◇南部土地区画整理事業229万円

　

一部の残工事などです。

◇北部土地区画整理事業1億1．210万円

　

中挾・中野・大橋線、駅東線の街路事

業を中心として、工事費、物件移転費に

1億350万円が計上されています。

46年度予算22億927万円に

　

3月議会で、46年度一般会計予算など

が補正され、予算総額は22ii927万2，000

円になりました。

　

一般会計補正予算のあらましは……

　

土地開発基金の積立て5．000万円、財

政調整基金の積立て3．600万円、宝慶寺

のアマゴ養殖事業補助160万円、養鶏育

すう場設置補助278万円、陽明中学校の

建設賞2．420万円などです。

45年度決算認定される

　

昭和45年度大野市歳入歳出決算は、決

算特別委員会（委員長笹島真一氏、委員

6人）で審査されていましたが、3月議

会で認定されました。

　

この決算のあらましは、46年9月1日発

行の財政公表でお知らせしてあります。

した繊捕不況対策・商工業近代化・商店

設備近代化の3資金は、償還則問を1年

延長。【観光】城まつりに110万円、魚

］しめの遊歩道工事と残光T輯紆阪の設置に

760万円ま、
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どうぞご利用を………市の中小企業融資

　

「大野市中小企業資金融資制度」によ

・。て、47年度の融資を次のように行ない

ます。どうぞご利用ください。

　

1、融資の種別と方法表のとおり。

2、申込受付4月1日から。

3、申込先繊維関係は織物組合へ、

　　

ほかの業種は商工会議所へ。

4、融資を受けられる人

市内に事業場をもち

1年以上営業している

市税完納者。

そのほか詳しい条件は

市役所商工観光課か「

申込先」までお問い合

わせください。

種別 金利 償還方法 限度額

商工業近代化

（公害防止施設を含む）
年利7．7％

1年据置
2年償還

設備費の1以内で　
200万円まで

商店設備近代叱 ／／ 〃 100万円まで

繊維不況対策 〃 ／／ 200万円まで

共同事業 Z／ 融資年度内一時償還200万円まで

運転資金 ／／ ／／ 50万円まで

融資をした年に限り金利の1以内の利子補給をします。

タバコの投げ捨てが

　　

山火事になります

　

4・5月は空気が乾き、ちよっとの油

断から大火事になる恐れがあります。

○…山菜取りなどで山へはいるときは、

山の管理者や区長の許可を得ましょう。

　

また山では、たぎ火やタバコの投げ捨

ては絶対にやめてください。

〇…行楽期や農繁期のために家は留守が

ちになりますので、火の元の点検、子供

の火遊び防止に注意しましょう。

〇…農家では耕耘機などのガソリンや軽

油を多く貯蔵することがありますが、危

険でもあり、消防法違反にもなります。

　

正しい貯蔵と取扱いをしてください。

農業者年金に加入されましたか

まだの方は早く手続きを

　

農業者年金は高率の国庫負担があり、

しかも国民年金に合わせるので非常に有

利な制度です。50jr一以上の農地●採草放

牧地をもち国民年金に加入している55歳

末満（46年1月1日現在）の農業経営主

は、当然加入者といってどうでも加入し

なければならないことに義務づけられて

います。

　

未加入の方は、早く手続きをしてくだ

さい。申込み先は農協です。

　

保険料は20年以上納めるのが原則です

が、制度発足時（46年1月1日）に36歳

をこえる人は、5年から19年をもって最

低資格期間とする特例があります。

　

特例のつく人でも加入届けが遅れます

と60歳までに最低資恪期間に達せず、65

歳から農業者老齢年金がもらえません。

米生産調整の協力費（特別交付金）は

　

「個人の割当て面積をこえたとき」に

　

3月号では、調整面積が「市平均をこ

える場合」に支給される、とお知らせし

ましたが、その後、「個人の割当て面積

をこえる場合」に支給されることになり

ました。

j；Zi・μ

めで尤

わたし

　

の声

＜お尋ね＞鶏ふんを乾燥するとき、悪

臭を発生しますが、人体に害はないでし

ょうか。もしあるのならその予防法を教

えてください。一一一一市民

＜お答え＞悪臭を公害として規制した

法の趣旨は、″悪臭被害は人に感情的●

心理的な影響を及ぼすもの。としてとら

え、生活環境を保全する目的で規制した

ものです。

　

お尋ねの悪臭による直接的な健康に対

する被害は、まだ立証されていないよう

です。一庶務課

　

春に多い列車妨害

線路付近で遊ばせないように

　

列車妨害事故は3月から5月までに多

く、その原因は、小さい子供のいたずら

や不注意によるものがほとんどです。

［〉線路通行［〉線路上の置石［＞投石

［＞警報機無視の直前横断などー・一一は、本

人の危険だけでなく、列車の脱線、乗客

の死傷を招くことになります。

　

線路付近では子供を遊ばせないように

おとなが注意してください。

枯草焼きや耕耘機の横断には

　

枯草焼きをするとき、鉄道線路に及ぶ

場合は、大野駅か保線係員に連絡してか

ら始めるようにしてください。

　

また、耕耘機での踏切事故を防ぐため

に、①見通しの悪いまた急傾斜の踏切で

は補助員をつけ安全を確かめる。②発煙

筒か赤色の旗を備えておくーことを守っ

てください。ましてや線路にワラや板を

敷いて渡ることは絶対にやめてください
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う
か
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
る
。
▼
「
結
婚
と
は
両
性
が
足
ら
ざ
る
を

相
補
な
い
二
人
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
大
き
な
人

格
を
形
成
す
る
も
の
」
で
も
あ
り
、
広
い
意
味

で
の
生
涯
教
育
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
「

結
婚
は
両
性
が
ジ
ー
。
と
見
つ
め
合
う
だ
け
で

な
く
、
お
互
い
が
認
め
合
い
、
前
向
き
に
進
む

こ
と
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
若
き
カ
ッ
プ
ル
だ

ち
よ
、
幸
福
を
末
長
く
か
み
し
め
給
え
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
M
生
）
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大野市告示第10号

都市計画用途地域の

　　　

決定について

昭和47年3月15日付

同日から適用
j總兆胆）て 皿掃a廟謳

新
し
い
用
途
地
・
域
決
ま
る

建
物
の
建
築
は
事
前
に
確
認
申
請
を

　

都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
の
一
部

改
正
に
伴
う
新
し
い
用
途
地
域
が
、
3

月
1
5
日
決
定
し
同
日
か
ら
適
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
こ
の
日
か
ら
は
、
新
用

途
地
域
の
種
別
ご
と
に
建
物
の
建
築
を

主
と
し
た
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
新
用
途
地
域
図
、
制
限
の

内
容
な
ど
を
ま
と
め
て
ご
紹
介
す
る
た

め
、
こ
の
特
集
号
を
発
行
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

特
に
建
物
を
建
築
す
る
と
き
は
、
本

紙
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
工
事
に
か
か
る

前
に
建
築
確
認
申
請
書
を
ま
ず
市
役
所

都
市
計
画
課
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

〈大野市告示第10号〉

　　　

都市計画用途地域の決定について

　

大野都市計画用途地域を次のとおり決定し

たので、都市計画法（昭和43年法律第100号）

漏20条第1項の規定により告示し、同条第2

項の規定により関係図書を公衆の縦覧に供し

ます。

　　　　

昭和47年3月15日

　　　　　　　　

大野市長寺島利鏡

1。都市計画の種類用途地域

2．都市計画を定める土地の区域

方位 境界纏 鏑嬰

東 濤滝川 各交差点のうち、中

津川・東中周辺の一

部を障く。　

（図書のとおり）

西 赤根川

南 IS8号バイパス予定繍

北 京福纏および越美北繍

3。図書の縦覧蝸所

　　

大野市役所都市計画課

新用途地域図

凡例

第一種住居専用地域

第二種住居専用地域

住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

都市計画街路
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都市計画とは、①都r↑iの健全な発脛と

秩序ある整備をはかるためのll地利川、

②都市施設の整備③市街地開発事業に

関する計画で、法に定められたものをい

うと都市計画法の中にうたわれています。

　

その基本とするところは、住民が健康

で文化的な生活ができるようにすること、

生産や交通など都市活動の働きをよくす

ることで、そのために適正な制限をして

土地の合理的な利用をはかる、としてい

ます。

　

都市計画の仕事の中で、土地区画整理

事業や公園・道路・下水路の整備事業は

ヽ身近な事業ですが、まちの秩序正しい発

展を目的として地域を決める用途地域の

都市計画も、前者と同様に大切な仕事で

す。

〇…建物を建てる最低限の規制

　

人目や産業が渠中し、さまざまな活動

が行なわれる都巾では、咬っておくと、

いろいろな川途や形の建物が無秩序に乱

、；r．します。その結米、騒冴、悪Q、日照

妨害などによって生活環境が懸化するば

かりでなく、生産・交通・レクリエーシ

ョンなどの都市機能が混乱し、住みにく

く不便なまちになってしまいます。

　

そこで、このようなことを防ぐために

建物を建てる場合に、お1£いが守るべき

最低限のルールを決めたものが川途地域

の都市計画です。

　

わかりやすくjえば、家の間収りを決

めるようなものです。使いやすく住みよ

くするためには、台所をどこに、客間は、

居間は、寝室は、とその配i即

す。

　

このように住叫地域など7つの地域を

配1雌したのが川途地域であるわけです。

雄略㈲稽やまべ面積など

‘瞳物のt膏・・さが制限されまT，l

　

下の表は、新用途地域内の種別地域の

面積と種別地域における建物の形態制限

を表わしたものです。このうち形態制限

の各割合は、建物の敷地と延べ面債、建

築面積を関係づけて、その最高限度を規

制したものです。

　

たとえば、第一種住居専用地域で100

㎡の敷地を確保して住宅を建てる場合に

は、建ぺい率が50％ですから建築面積（

建て坪）は最高50㎡に規制され、また容

積率は80％ですから、延べ面積は最高80

㎡に規制され、それ以上の建物を建てる

ことはできません。

種別各地域の内容

〇…第一種住居専用地域

　

第一種住居専用地域は、低層住宅地と

しての良好な環境を保護するための地域

です。

〇…第二種住居専用地域

　

第二種住居専用地域は、中高層住宅も

建つような住宅地としての良好な環境を

保護するための地域です。

○…住居地域

　

住居地域は、↑ミとして住居の環境を保

護するための地域です。

○…近隣商業地域

　

近隣商業地域は、周辺の住民に対して

日用品を供給する商業などの利便を増す

ための地域です。

〇…商業地域

　

商業地域は、銀行・事務所・百貨店・

専門店・問屋・映画館・料理店などの各

種の商業業務施設が集まる都心などの商

業業務の利便を増すための地域です。

〇…準工業地域

　

準Iミ業地域は、tとして環境の悪化を

もたらすおそれのないll業の利便を増す

ための地域です。

○…工業地域

　

工業地域は、tとして工業の利便を増

すための地域です。

容積率、建ぺい率とは

　　

【容積率】建物の各階の床面積の合計

　

（延べ坪）の敷地面積に対する割合で、

普通％であらわします。たとえば、平屋

で敷地いっぱいに建てるのと、敷地の半

分を使って2階建てを建てるのとでは、

容積率は同じ100％です。

　　

【建ぺい率】建物の建築面積（建て坪）

の敷地面積に対する割合で、これも普通

％であらわします。これは、建物が敷地

をおおう（覆う）割合で、たとえば100㎡

の敷地に建て坪が60㎡の平屋を建築した

場合と、建て坪は同じで二階以上の建物

を建てた場合とは階数に関係なく建ぺい

率は同じ60％です。

表1 新用途地域の面積および形態制限

区分 種別 面積
形態制限

摘要
建ぺい率容積率

住宅地

第1種住居専用地域 約91．2ha 50％ 80％ 高さの限度は10m

第2種住居専用地域 ・・148．8 60 200 中高層住宅を含む・地域

住居地城 ・・147．3 60 200 住宅環境を保護する地域

商業地
近隣商業地域 ’・’29．4 80 300 12m未満の道路に面する敷地には道路幅員に

よる制限がある商業地域 ノタ29．0 80 400

工業地
準工業地滅 ・・126．8 60 200

工業地域 〃71．5 60 200

計 約644．Oha

建築確認申請書が

必要な建物

　

次のような建物を建築するときは、建

築確認申請書を市役所を通じて大野上木

事務所へ捉出しなければなりません。用

紙は大野上木事務所にあります。

1、学校・病院・診療所・劇場・映画館

　

公会堂●集会場・百貨店・マーケット

　

公衆浴場・ホテル●旅館・ド宿・共同

　

住宅・寄宿舎および100㎡以上の自動

　

車車庫。

2、木造の建物で3階以上のもの、また

　

は延べ面積が500㎡をこえるもの。

3、木造以外の建物で2階以上のもの、

　

または延べ面積が200㎡をこえるもの。

　

（増築後において1～3までの規模と

　

なる場合を含むヽ。）

4、1～3の建物の大規模な修繕や模様

　

替えをしようとする場合。

5、都市計画区域内において10㎡以上の

　

建物の新築、増築、改築、移転をしよ

　

うとする場合。ただし準防火地域内は

10㎡未満であっても届出が必要です。

建てられる建物と建てられない建物

　

建物の大きさを制限する形態制限のほ

か、次の表のように建物の使いみちによ

る制限があります。住環境を強く保護す

る第1種田か訓n地域が一番制限が多く

なっています。

用途地域内の建物の用途制限

例示

第一種

愧愚専用

地域

第二種

性晟専用

地域

住農

地域

近隣商業

地埴

廟●

池域

準工業

地域

工業

地櫨

住宅，共同住宅、寄宿舎．下宿

費用住宅のフち店価．事務所などの部分が一足規樟以下のもの

上記以タトの襲用Jま宅

幼耀丿蔓］、小学校ま中学校．高等学校

図書館、博物諸

棒紅、今Ft教会

蜃老1菟．lモ児所．公衆，＾＞＊．診療所

き査，賎出所公衆電話所．－定規揖以下の・5慢饗

大￥づ高等専門字咬．各種学11

偶随

7t品哩そ叢を＊ta≫百貨iを含むレ飲食jl

こ記八外の店舗．事務所

ボ／レ．モーテlk孫総

ポーリング鳩、スヶ－ト場，ホ，が4

まあじゃ八ー．ばちんこ1．射的場

劇場，映画館、，芦芸場、観覧場
S

吻合、14埋店，パー、キャバレー，ダンスホールまトルコ風呂

官業帛書葦．庫i積の合計が50sをこえる車r車、’一足現樟以下の1竹鳳車庫などを障く）

自動車教習所、陣面積の合1†が15・’をこえる●會

パン層、米層、繁庸贋、菓子贋などの食品k量工4で一足規キ・以下のもの
作業場の床面積の合計が50m・以下の工場で危険性やj●噴を悪化させるおそれが極めて少ないもの

1●150＊以下の工場で・・少ないもの

1ー1leowをこえる工場また1ま●lやや多いもの

危険性が大●いiヽまたは看し（環境を悪化させるおそれがある工場
・

大業類．石油眼ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が非常・こ少ない施設

●11少ない箆詮

●ー●やや多い掩殺

l●l多い絶詮

卸売市場，と嗇肺．火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場 （都同計画・こおいて位置を決定したものなど）

■・‥都市計画区域の範囲（概略）

方位 境界線 摘要

眼 貞私川 各線内

の区域西 日詰川～鍬掛～赤根川

南 下西～西里～下刻～占

北 赤松川～良和II

■…建築確紹申請書以外に必要な書類

　

提出の要領は確認申謂書と同じで用紙

は市役所にあります。

1、土地区画整理法第76条による

　　

許可申請書

　

土地区画整理事業施行区域内において

建物を建築しょうとする場合。

2、都市計画法第53条による許可申請書

　

計画決定を受けた街路および下水道（

都市計画施設の区域内）等の用地内に建

物を建築しようとする場合、

・…建築確認申請手数料は

　

確認申請1件について次の区分による

手数料を納めてください。納めるのは現

金でなく該当する金額の福井県証紙を申

請書（正本）にはることになっています。

延べ面債 金額

30㎡末満 500円

30㎡以上100㎡未満 1．000

100タy500㎡芦y 3，000

500・・2．000㎡jy 7．000

2．000／z10．000㎡〃 30．000

10．000・・50．000㎡’・ 50，000

50．000㎡以上 100．000

I…準防火地城について

　

準防火地域は当分の間、これまでの商

業地域（新用途地域の商業地域と近隣商

業地域のほとんど）の区域とします。

　

この地域に建築する建物で、延焼のお

それのある部分が、隣地境界線および道

路中心線から、1階では3m、2階では

5m以下の場合は、外壁を防火構造以上

に、また開口部（窓・出入口）は、乙種

防火戸以上の構造にしてください。
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